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第4章 都市交通マスタープランの方針と内容
3章で示した「中南部都市圏が目指す将来像」を踏まえて、本章では、都市交通マスタープ

ランの策定を行った。
まず、都市交通マスタープランの基本理念を定め、基本理念を踏まえた上で将来の望まし

い中南部都市圏へ導くため、目指すべき方向性としての将来目標を設定した。
そして、将来目標の達成に向けた都市交通マスタープランの基本方針および具体的な分野

別展開方針を策定し、具体的な将来の都市交通ネットワークの作成を行った。

4-1 都市交通マスタープランの基本理念と将来の目標

4-1-1 都市交通マスタープランの基本理念

都市交通マスタープランの基本理念として「環境」「振興」「安心」の 3 つに注目し、基本
方針として「環境・振興・安心の 3つが調和・持続する都市圏の構築」を掲げる。
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4-1-2 都市交通マスタープラン実施による将来の目標水準

(1) 環境

目標
1. 将来の公共交通利用率を 10％まで増加させることを目指す。
2. 将来の自動車利用率を現況の約 69％から約 62％へと約 1割削減することを目指す。

中南部都市圏は、全国的にみても自動車利用率が高い都市圏である。道路混雑も日常的に
生じており、渋滞による損失も非常に大きい。
自動車利用率の経年変化をみると過去 30年間で約 31％も増加している一方、公共交通利用
率は平成 18年で約 4.4％に過ぎないレベルまで減少している。人口も平成 37年まで増加する
ことが想定されており、平成 42年でも平成 18年に比べ約 6万人の増加が想定されている。
このような状況の下、道路交通に対する何らかの手段を講じなければ、自動車の更なる増

加に伴う渋滞の深刻化や公共交通の利用離れ、排出ガスによる地球環境への悪影響など、数々
の問題が生じることは必至である。そこで、将来の公共交通利用率を現況の 4.4％から 10％
まで増加させること、将来の自動車利用率を現況の約 69％から約 62％へと約 1 割削減する
ことを目標とする。
試算によると、将来の自動車利用率が 1割削減されると自動車の速度が約 2倍弱向上する

結果が得られており、速度の向上によって排出ガスの減少など環境負荷の軽減も期待できる。
そこで、これらの目標達成のため、公共交通ネットワーク整備および公共交通ネットワーク
と一体的な土地利用整備を進めると共に、自動車利用の削減に向け交通需要マネジメント、
モビリティマネジメント、パーク＆ライド等のソフト施策など、実施可能な施策から早急に
積極的に取り組むことで、公共交通利用率の増加および自動車利用率の削減を目指す。
なお、環境負荷に関して、2005年に閣議決定された京都議定書目標達成計画では、運輸部

門での削減目標 2,450 万トンのうち車両単体対策と走行形態の環境配慮によって約 820 万ト
ン、公共交通利用促進によって約 280万トンの CO2削減目標が示されている。今回設定した
公共交通利用率の 10％増加は公共交通利用促進による CO2削減の一部とも考えた。今後、政
府方針として更なる対策強化などが図られた場合には目標値の見直しを含め再検討を行う。
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(2) 振興

目標
1. 公共交通や自動車による移動時間を現況より 20％短縮することを目指す。
2. 将来の公共交通利用率を 10％まで増加させることを目指す。

都市圏の十分なモビリティ（移動性）を担保するため、自動車利用者ばかりではなく、高
齢者や自動車を利用しない／できない人等を含む全ての人々が移動できるようなモビリティ
の改善を目指す。平成 18年度に行った生活行動調査に基づく分析から、都市拠点の沖縄～那
覇間の通勤所要時間に関して、望ましくは 6～7割、最低でも 9割の水準を求めるニーズがあ
ることが判明している。そこで、このような都市圏居住者のニーズと都市圏内の連携や交流
の促進、さらには物流の効率化等を踏まえ、将来は自動車や公共交通による移動時間を現況
よりも 20％短縮することを目標とする。
さらに、モビリティの改善による公共交通の利便性向上によって、将来の公共交通利用率
を現況の 4.4％から 10％まで増加させることを目標とする。
公共交通による都心への来訪者が増加すると、中心市街地の活性化に寄与∗することが明ら

かとなっている。例えば宇都宮市の場合、自動車による来訪者と比較して、鉄道による来街
者は平均滞在時間が約 2倍、総歩行距離が約 1.7倍となっている。これらの結果を踏まえると、
公共交通利用者の増加が都市圏の振興に寄与することが十分に期待できる。
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図 4-2  「振興」に関して目標とすべき水準

∗ 建設省都市局都市交通調査室：中心市街地活性化と歩行特性～地方中心市街地における歩行回遊調査結果から
～、平成 11年度。分析によると、公共交通による都心来訪者は自動車による来訪者に比べて、回遊距離が長く
立ち寄り施設数が多いとの結果が得られている。
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(3) 安心

目標
1. 道路の役割に応じた整備を進めることで、通過交通を可能な限り地域の道路へ流
入させないことを目指す。

2. 道路整備の推進によって救急搬送エリアの拡大を目指す。

中南部都市圏全域で、安全・安心な居住地エリアの確保を目指すことは重要である。幹線
道路での慢性的な混雑により、幹線道路を利用せずに地域の道路を通過目的で利用する交通
によって、地域の道路での交通事故増加など悪影響が生じている。
そこで、道路の役割に応じた整備を進め、道路の段階構成に応じた交通流の整序化を促す

ことで、地域の道路へ通過交通を可能な限り流入させないことを目指す。
さらに、道路整備による救急搬送エリアの拡大によって、移動手段が少ない高齢者を含む

都市圏内居住者にとって安心・安全な居住環境の構築を目指す。

地域の道路 走行量

現在 将来

地域の道路 走行量

現在 将来

将来は地域の道路の走行量を
現在よりも低下させる

図 4-3  「安心」に関して目標とすべき水準
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図 4-4  カーラーの救命曲線*

*心臓停止、呼吸停止、大量出血の経過時間と死亡率の目安を示す関係図。例えば、心臓停止後 3分で

死亡率が 50%、呼吸停止後 10分で死亡率が 50% となることを意味している。
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4-2 将来の都市圏交通マスタープランの基本方針

4-2-1 都市交通マスタープランの基本方針

将来の目標と都市圏構造を踏まえて、将来の都市圏交通マスタープランの基本方針を以下
のように策定する。

1

2

3

1

2

3

1
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4-2-2 都市交通マスタープランの分野別の展開方針

基本方針を踏まえ、（1）～（5）の 5つの分野に分けて都市交通マスタープランを展開する。

①都市圏構造を誘導する骨格的な公共交通システムの強化
●モビリティの高い魅力ある新たな公共交通システム（モノレール、基幹バスシステム、LRT等）を
拡充し、公共交通システム全体としての利用者、利用圏域等を拡大

②骨格的な公共交通システムと連携した地域公共交通網の拡充
●フィーダー機能を有するバスを効果的に導入し、利便性の高いエリアを拡大
●拠点地域と郊外地域間、主な圏域間の公共交通の利便性を高めるためのバスサービスの展開
③公共交通の利用促進を図る交通需要マネジメント（TDM）施策の展開
●公共交通の端末利用圏域の拡大、パーク＆ライド施策、モビリティ・マネジメント施策等を展開

①都市圏軸や圏域間の円滑な自動車交通を支える道路ネットワークの整備
●都市圏の骨格となる道路整備の推進（2環状7放射道路、ハシゴ道路等）
②骨格的な公共交通を支えるための道路ネットワーク整備や道路空間の活用
●骨格的な公共交通システムのための空間確保に必要な道路整備の推進
●高速公共交通システム実現に向けた多様なモ－ド間の連携のための結節点整備推進
③自動車需要の適正化による交通円滑化を促進するためTDM施策の展開
④地域の安全な生活環境を守るための段階的な道路網の整備

①南北都市圏軸の活発な都市活動を支え、輸送機能が高い総合的な交通システムを配置
②基地跡地などの新たな拠点地域に対しては、振興のための拠点機能の導入・育成や都市圏軸との
連携を支える交通体系を戦略的に配置

③広域交流拠点と都市拠点及び地域拠点間の連絡強化を図るための交通体系の展開

①バス網の再構築に併せた公共交通による周遊の促進や観光情報提供による周遊の支援
②観光周遊拡大に向けた高速交通体系の利活用と拡充（沖縄自動車道、西海岸道路など）
③高速交通体系と各観光拠点を結ぶ道路網の強化、情報提供による観光交通の誘導
④景観に優れた地域では、景色やリゾートの趣を堪能できるよう交通による新たな価値を創造
⑤買い物周遊が多い拠点地域では、車が無くても安心して楽しく周遊できる交通システムを展開
（都心外周部に駐車場を設ける観光フリンジパーキング等）
⑥観光交通の魅力向上を図るための観光情報提供拠点や観光振興拠点の展開

○地域の実情を踏まえた持続可能な地域公共交通の仕組みを検討
●既存資源が活用可能な地域では、特性やニーズを踏まえた地域交通システムを検討
●既存資源が不十分な地域では、住民・事業者・行政との協働による新たな仕組みを検討

自動車、公共交通、生活者（歩行者など）の全ての視点で必要な基盤整備を展開

都市圏軸の発展、拠点の育成、圏域の形成に資する多様な交通システムを戦略的に展開

公共交通利用マーケットを飛躍的に拡大するためシステム全体を再構築

公共交通の利用促進や、周遊性の向上を図る

日常生活で必要な移動に制約が生じないよう、ニーズや地域資源を活かした仕組みを展開

（3）道路交通円滑化に向けた展開方針

（1）都市圏構造の誘導に向けた展開方針

（2）公共交通の利用促進に向けた展開方針

（4）観光交通の魅力向上に向けた展開方針

（5）生活交通支援に向けた展開方針
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図 4-5  都市交通マスタープランの分野別の展開イメージ（1/2）

【（1）都市圏構造の誘導に向けた展開方針】

【（3）道路交通円滑化に向けた展開方針】

【（2）公共交通の利用促進に向けた展開方針】
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図 4-6  都市交通マスタープランの分野別の展開イメージ（2/2）

【（4）観光交通の魅力向上に向けた展開方針】
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4-3 将来都市交通ネットワーク計画の具体的な立案

都市交通マスタープランの基本方針や展開方針を踏まえ、将来都市交通ネットワーク計画
として公共交通ネットワークと道路ネットワークの 2種類について具体的な立案を行った。

4-3-1 将来公共交通ネットワーク計画

モノレール延長計画や既往基幹バス計画を踏まえ、新たな公共交通システムとバス交通、
交通結節点と連携した TDM施策からなる将来公共交通ネットワーク計画を立案した。

(1) 新たな公共交通システムの導入

那覇から沖縄に至る南北都市圏軸には基地跡地利用拠点を含めた集約型市街地と一体的な
定時速達性と輸送性に優れた新たな公共交通システムを導入する。特に、多様な都市機能が
連続し、基地跡地利用拠点等街づくりの促進等が期待される都市圏軸の西側では、那覇市か
ら沖縄市間での連続的なシステムを配置する。
都市圏軸東側ではモノレール延長計画も活かし、副軸となる新たな公共交通システムを導

入する。
那覇都心から与那原方面についても、需要規模に応じた速達性が確保された新たな公共交

通システムを導入する。

(2) 地域間を支える主要なバス交通の拡充

都市拠点・基地跡地利用拠点・地域拠点相互間では各拠点及び生活圏間の活動を支えるバ
ス交通ネットワークを拡充し、需要規模に応じた利便性の高いサービス水準を確保する。
これら地域間を支える主要なバス交通ネットワークは、新たな公共交通システムと有機的

な結節を図り、都市圏全体をカバーする効率的な公共交通ネットワークを整備する。

(3) 広域間を連絡する高速バス交通の強化

都市圏の広域拠点性を高めるため、モノレール延長区間との結節や道路整備による拠点ア
クセス改善と連携し、広域圏と連絡する高速バス交通ネットワークを強化する。

(4) 軸上市街地におけるフィーダーバスネットワークや TDM施策の重点的推進

南北軸上市街地を中心とした新たな公共交通システム沿線地域では、需要の効率的な集散
機能を有したフィーダーバス路線、P＆R機能、これに併せた結節点を、市街地特性や道路ネ
ットワークによるアクセシビリティ状況を踏まえて重点的に配置し、公共交通利便性の高い
集約型市街地形成を支援する。
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(5) 多様な公共交通ネットワークを有機的に連携する交通結節点の配置

都市拠点における様々な交流の中心となる地域や、新たな公共交通システム、各種バス交
通ネットワーク、自動車交通などの多様な交通、観光などが交流する地域では、面整備事業
などと一体となった主要な交通結節点を配置する。

モノレール延長計画や既往基幹バス計画を踏まえ、新たな公共交通システム、バス交通、
交通結節点と連携した TDM施策からなる将来公共交通ネットワーク計画を立案した。

( LRT

MTP

図 4-7  将来公共交通ネットワークの計画
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4-3-2 将来道路ネットワーク計画

道路ネットワーク計画の立案に際し、既往計画に位置づけられている高規格幹線道路・地
域高規格道路を踏襲した上で、主要幹線道路・幹線道路に求められる機能を踏まえて、望ま
しい道路ネットワーク構築のために主要幹線道路・幹線道路が担うべき原則を定めた。そし
て、設定した原則に基づいて将来道路ネットワーク計画を立案した。

(1) 主要幹線道路に求められる機能と原則

求められる機能 原則

• 都市圏の骨格を形成
• 圏域間、都市圏内の主要な拠点間を結ぶ
• 高規格幹線道路へ流入出する交通を円
滑に処理

• トリップ長の長い観光施設間の交通を
処理

連結の原則
• 都市拠点となる那覇市、沖縄市
と北部圏を連結

• 都市圏内の主要な拠点間を連結

• トラフィック機能（走行快適性）を重視
し、大量でトリップ長の長い交通を処理

連続性の原則
• 都心通過を排除するため、都心
部周囲に環状道路を整備

• 主要幹線道路間に連続性を保持

(2) 幹線道路に求められる機能と原則

求められる機能 原則

• 主要幹線道路へ流入出する交通を円滑
に処理

• トラフィック機能の一部とアクセス機
能（沿道施設への出入り）を兼ね備え、
都心部や地区内に立地する主要施設関
連の交通を処理

• トリップ長の短い観光施設間の交通を
処理

連結の原則
• 主要幹線道路で連結されていな
い隣接市町村間は連結

• 歴史・文化・観光拠点、研究機
関を連結

• 主要幹線道路相互を連結

• トラフィック機能の一部とアクセス機
能（沿道施設への出入り）を兼ね備え、
都心部や地区内に立地する主要施設関
連の交通を処理

配置の原則
• 市街地における需給バランスを
考慮しつつ、望ましい道路密度
を目指して設定

• 主要幹線道路として新たに整備
される道路の旧道部は幹線道路
として設定
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既往計画に位置づけられている高規格幹線道路・地域高規格道路を踏襲した上で、これら
と連携を図りながら都市圏内の交通を支えるよう主要幹線道路および幹線道路を設定した。

南北軸上市街地

那覇都心、沖縄都心地域

軍用地（嘉手納）

幹線道路（一部未表示）

広域交通・物流拠点

交流拠点

基地跡地利用拠点

高規格幹線道路

地域高規格道路

主要幹線道路

西
海
岸
道
路

国
道
5
8
号

中部横断道路

中
部
縦
貫
道
路

宜野湾横断道路

国道
33
0号

南部東道路

那覇空港自動車道

那覇インターアクセス道路

浦添西原線

国道
32
9号

沖縄環状道路

沖縄
石川
線

宜野湾
北中城

線

那覇空港

沖
縄
自
動
車
道

与那原

普天間

糸満

豊見城

東風平

八重瀬

南風原

大里

玉城

南城

佐敷

読谷

石川

うるま

与那城・勝連

西原

北中城

中城

嘉手納

北谷
沖縄

那覇

牧港

コンベンション

瑞慶覧

MTP

那覇港

中城湾港

図 4-8  将来道路ネットワーク（高規格幹線道路・地域高規格道路・主要幹線道路）の計画
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4-4 将来都市交通ネットワーク計画の効果

将来公共交通ネットワーク計画・将来道路ネットワーク計画を実施することによって将来
どのような効果や影響が生じるのか、PT調査結果や、新たな公共交通が導入された場合を想
定して実施した選好意識調査結果を用いて作成したモデルに基づく推計結果から、将来都市
交通ネットワークによる主要な効果を示す。

4-4-1 将来都市交通ネットワークによる効果の算出結果

(1) 都市圏全体で公共交通利用率は 6.6%に増加

• 将来都市交通ネットワーク計画が実現すると、公共交通全体の利用率は平成 18 年
の約 4.4％から将来は 6.6％へと約 1.5倍増加する。これを利用者数でみると、11.7

万トリップから 18.9万トリップへ約 7万人（約 1.6倍）の増加となり、平成元年度
と同程度の水準になる。

8.5

2.6

10.4

9.1

0

5

10

15

20

25

30

S52 H01 H18 H42

新たな公共交通システム（既存モノレール含む）
路線バス

※枠内の数値は公共交通の合計値

26.2

18.9

11.7

18.9

（万トリップ）

公共交通の利用者数は現況の1.6倍で
前回PTとほぼ同数

伸び率 分担量（千トリップ） 
※都市圏居住者のトリップ数 分担率（%） 

利用者数 利用率 
 S52 H01 H18 H42 S52 H01 H18 H42 H42/H18 H42/H18

新たな 
公共交通 
システム* 

0 0 26 104 0.0 0.0 1.0 3.6 4.02 3.74

路線バス 262 189 91 85 13.9 8.2 3.4 3.0 0.93 0.86

公共 
交通 

計 262 189 117 189 13.9 8.2 4.4 6.6 1.61 1.50

自動車 713 1,220 1,823 1,905 37.8 53.0 68.7 66.7 1.04 0.97

徒歩・二輪 902 892 708 763 47.8 38.7 26.7 26.7 1.08 1.00

その他・不明 8 4 5 0 0.4 0.2 0.2 0.0 0 0

合計 1,887 2,304 2,654 2,856 100.0 100.0 100.0 100.0 1.08 1.00

  *  既存モノレールを含む

将来の公共交通の利用率を 10%まで増加させる目標に対し、
将来の公共交通利用率は約 6.6％に向上
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(2) 自動車利用者数の伸びが鈍化し利用率は約 2％減少

• 将来の自動車利用率は現況に比べて約 2％減少する。
• これまで増加する一方であった自動車利用者数は、現況比約 1.04倍の増加にとどま
り、伸びが緩やかになる。

71.3

122.0

182.3 190.5
37.8%

53.0%

66.7%
68.7%

0

50

100

150

200

250

S52 H01 H18 H42

自動車利用者数（万トリップ）

0

20

40

60

80

100

自動車利用率（%）

自動車
自動車利用率

自動車の利用者数の伸びは
緩やかになり、利用率は減少

1.04倍
1.49倍

1.71倍

図 4-9  都市圏の自動車利用率の変化

将来の自動車利用率を現況の約 69％から 1割（約 7%）削減させる目標に対し、
将来は約 2％の減少
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(3) 公共交通の平均移動時間は 33%短縮

• 骨格的公共交通の整備によって将来は公共交通のサービスレベルが向上し、都市圏
全体の公共交通の平均移動時間は 23.8分から 16.0分へと約 8分（約 33％）短縮され
る。

図 4-10  公共交通平均乗車時間の変化

公共交通による移動時間を 20%短縮する目標に対し、将来は約 33%の短縮
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(4) 都市圏内の自動車による移動時間が約 29%短縮されて平均速度も向上

• 道路種類によらず旅行速度が増加し、平均速度は地域高規格道路で 29.1km/h から
43.1km/hへと約 1.5倍、主要幹線道路で 21.2km/hから 32.4km/hへと約 1.5倍、幹線
道路で 17.3km/hから 27.3km/hへと約 1.6倍向上する。

• 平均速度の向上により、都市圏内の自動車の平均移動時間が 25.8分から 18.3分へ
と約 29%の短縮が期待される。

図 4-11  道路種類別走行速度

図 4-12  都市圏の平均移動時間の変化

自動車による移動時間を 20%短縮する目標に対し、将来は約 29%の短縮
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• 道路の走行性が向上することで、観光地までの移動時間が短縮される。
• 移動時間の短縮により、観光地への滞在時間の拡大、観光地の周遊箇所数の増加が
期待でき、経済振興にも寄与することが想定される。

現況
自動車による所要時間（分）

将来

現況 将来

豊崎

旧海軍司令部壕

平和祈念公園

斎場御嶽

首里城
那覇新都心

中城城跡
中城城跡→海中道路

海中道路→残波岬

残波岬→那覇新都心

首里城→中城城跡

斎場御嶽→首里城

平和祈念公園→斎場御嶽

旧海軍指令部壕→平和祈念公園
豊崎→旧海軍指令部壕

海中道路

残波岬

現況 将来

現況 将来

現況 将来

現況 将来

現況 将来

現況 将来

現況 将来

-30%

-46%

-44%

-33%
-49%

-14%

-47%

-36%

図 4-13  観光地間所要時間の変化
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(5) 那覇市のその他道路では短いトリップ長の走行が増加

• 那覇市のその他道路*に着目すると、平均トリップ長が 10km以上の道路の延長比率
が 25%から 8%に減少し、5km未満の平均トリップ長が短い道路延長比率が増加す
る。これにより地区内の通過交通が減少し、安全な居住環境の構築が想定される。

*その他道路 =高規格幹線・地域高規格・主要幹線・幹線道路以外

図 4-14  那覇市のその他道路の平均トリップ長別道路延長比率の変化

対象道路
環状道路

図 4-15  那覇市のその他道路

通過交通を可能な限り地域の道路へ流入させないとする目標に対し、
10km以上の長いトリップは約 16%削減
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(6) 緊急医療施設への 10分圏域が都市圏全体の約 76％へ拡大

• 道路の走行性の向上によって、緊急医療施設*までのアクセス圏域面積は、3分圏域
では約 18％から約 30%に拡大し、10分圏域では約 53％から約 76%へ拡大する。

*重症患者に対応する 2次救急医療施設を対象

平成18年度の緊急医療施設までのアクセス圏域

平成42年度の緊急医療施設までのアクセス圏域

3分
5分
10分

図 4-16  緊急医療施設までのアクセス圏域の変化

救急搬送エリアを拡大する目標に対し、
10分圏域の面積が都市圏全体の約 53%から約 76%へと拡大

緊急医療施設までのアクセスカバー面積
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4-4-2 将来都市交通ネットワーク計画の効果に関するまとめ

前節までの分析結果から、将来都市交通ネットワーク計画実施による効果を整理する。

(1) 環境の目標に対する効果のまとめ

目標
1. 将来の公共交通利用率を 10％まで増加させることを目指す。
2. 将来の自動車利用率を現況の約 69％から約 62％へと約 1割削減することを目指す。

• 公共交通ネットワークの整備によって、これまで減少の一途をたどっていた公共交通利
用率は、現況の 4.4%から将来は 6.6%へと約 2.2%の増加へ転じる。しかし、「公共交通
利用率を 10％まで増加」とする目標レベルまでは届かない。

• これまで増加する一方であった自動車利用率が現況に比べて約 2％の減少へと転じる。
しかし、「自動車利用率を現況より 1割削減」するという目標には届いていない。

(2) 振興の目標に対する効果のまとめ

目標
1. 公共交通や自動車による移動時間を現況より 20％短縮することを目指す。
2. 将来の公共交通利用率を 10％まで増加させることを目指す。（環境目標と同一）

• 公共交通の平均移動時間は現況の 23.8分から 16分へと約 33%の短縮、自動車の平均移
動時間は現況の 25.8分から 18.2分へと約 29％の短縮が見込まれる。よって「公共交通
や自動車による移動時間を 20%短縮」とする目標の達成が見込まれる。

(3) 安心の目標に対する効果のまとめ

目標
1. 道路の役割に応じた整備を進めることで、通過交通を可能な限り地域の道路へ流入
させないことを目指す。

2. 道路整備の推進によって救急搬送エリアの拡大を目指す。
• 那覇都心部内側で生活道路に相当する規格の低い道路では、長距離移動を担う割合が減
少し、逆に短距離移動を担う割合が増加することが見込まれる。よって「通過交通を可
能な限り地域の道路へ流入させない」目標へ向かって進展することが見込まれる。

• 道路ネットワークの整備によって緊急医療施設までのアクセス圏域が大幅に増加する。
例えば、10分圏域の面積カバー率は現況の約 53％から 76％まで約 23％向上する。よっ
て「緊急搬送エリアの拡大を目指す」目標へ向かって進展することが見込まれる。

以上より、概ね目標の達成へ向けて望ましい方向へ進展するが、都市交通ネットワーク整
備だけでは全ての目標が達成される訳ではないことも確認された。よって、設定した目標を
達成するためには、都市交通ネットワーク計画の推進と共に各種施策を実施していくことが
重要となる。次章では都市交通マスタープランの目標達成のために必要となる施策群を示す。
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